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【資料編】 

 

【用語解説】 

 



 

＜略  称＞ 

 以下に示す条例名等については、略称を用いた。 

 

条  例  名  等 略   称 

「県民の生活環境の保全等に関する条例」（平成

15 年愛知県条例第 7 号） 

「愛知県生活環境保全条例」 

「県民の生活環境の保全等に関する条例施行細

則」（平成 15 年愛知県規則第 87 号） 

「愛知県生活環境保全条例施行細則」 

「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関

する条例」（平成 15 年名古屋市条例第 15 号） 

「名古屋市環境保全条例」 

「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関

する条例施行細則」（平成 15 年名古屋市規則第

117 号） 

「名古屋市環境保全条例施行細則」 

名古屋臨海高速鉄道西名古屋港線 あおなみ線 

大気汚染常時監視測定局 常監局 

一般環境大気測定局 一般局 

自動車排出ガス測定局 自排局 
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第１章 事業者の名称、代表者の氏名及び事務所の所在地 

 

〔事業者名〕ＧＣＤＳ ＪＡＰＡＮ株式会社 

 〔代 表 者〕代表取締役 ウィスワナザン ムカヤ 

 〔所 在 地〕東京都千代田区丸の内三丁目 1 番 1 号 

       東京共同会計事務所内 
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第２章 対象事業の名称、目的及び内容 

 

2-1 対象事業の名称及び種類 

 〔名 称〕LEGOLAND JAPAN 

 〔種 類〕レクリエーション施設の建設 

 

2-2 対象事業の目的 

 名古屋市では、2008 年度から、同市港区の「金城ふ頭」の一部を「モノづくり文化交流

拠点」と位置づけ、世界の技術・情報や人々が交流する賑やかな拠点の創出を目指してい

る。この計画の一環として、2011 年 3 月にはリニア・鉄道館が開業した。 

本事業は、当該地区における賑わい創出の新たな施設として、「レゴランド」を建設す

るものである。「レゴランド」は、世界的に展開する子供向けテーマパークであり、当該地

区において、ものづくりの都市に新たな創造性を加える各種魅力ある施設を整備し、「金城

ふ頭」活性化への貢献を図るとともに、ものづくりに関する文化交流拠点となることを目

的とする。 

 

2-3 対象事業の内容 

(1) 事業予定地の位置及び区域 

 名古屋市港区金城ふ頭二丁目 7 番地の一部（図 2-3-1 参照） 

 

 本事業は、予定地を 1 期区域、2 期区域の 2 つの区域に区分し、以下に示すような事業

を段階的に実施する計画である。 

・1 期区域は、現在、主に駐車場として利用されている約 9ha の土地に、遊園地である

レゴランドを建設する。 

・2 期区域は、現在、名古屋市国際展示場第 1 展示館が存在する約 4ha の土地において、

現況施設を解体し、1 期区域と同様の遊園地と、ホテルを建設する。 

・1 期区域が供用を開始し、約 3 年の間隔を開けて、2 期区域の工事に着手する。 

 

(2) 都市計画法第 4 条第 11 項に規定する第 2 種特定工作物の種類 

 遊園地 

 

(3) 事業規模 

 〔土地の面積〕 約 13ha 
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図 2-3-1 事業予定地の位置及び区域 
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(4) 事業計画の概要 

 ① 基本方針 

本事業を進めるにあたっては、以下の事項を基本方針としている。 

  ・金城ふ頭の整備方針にふさわしい施設の整備 

  ・「モノづくり文化交流拠点」にふさわしい、ものづくりへの発想力を醸成する施設の

整備 

  ・市民のニーズに対応する、魅力ある施設の整備 

  ・土地、空間の高度有効利用 

  ・緑化の整備、自然エネルギーの活用、省エネルギーに配慮した建物、設備計画等に

より、地域環境や地球環境に配慮した計画の策定 

 

 ② 建築計画 

 事業計画の概要は表 2-3-1 に、施設のイメージ図は図 2-3-2 に、計画配置図は図 2-3-3

に示すとおりである。また、類似施設として、LEGOLAND 海外事例の写真を資料－１（資料

編 p.資-1）に示す。 

 

表 2-3-1 事業計画の概要 

項  目 内      容 

地 域 ・ 地 区 
工業地域、準防火地域、絶対高 31ｍ高度地区、緑化地域、
臨港地区 

施 設 概 要 アトラクション施設、飲食施設、物販施設、ホテル 

土 地 の 面 積 約 13ha 

駐 車 台 数 

約 20 台（管理用） 

なお、本施設を利用する来客用車両は、近隣に整備され
る市設駐車場を利用する計画であり、ピーク時の駐車台
数は約 3,000 台と想定している。 

平 日 約13,000人 
日 最 大 利 用 者 数 

休 日 約23,000人 

平 日 約 3,000人 
日 平 均 利 用 者 数 

休 日 約 8,000人 

緑 化 計 画 地上部分の空地に極力緑を施す計画とする。 

主要なアクセス手段 
あおなみ線「金城ふ頭駅」より徒歩約 10 分 
伊勢湾岸自動車道「名港中央インターチェンジ」及び一般
道路 
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図 2-3-2 施設のイメージ図 
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図 2-3-3 計画配置図等 
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2013
平成25

2014
平成26

2016
平成28

解 体 工 事

2015
平成27

　　　　　　　　 年
工　種

建 設 工 事

建 設 工 事

　　　　　　　　 年
工　種

2019
平成31

解 体 工 事

2021
平成33

2020
平成32

 ③ 排水計画 

工事中に発生する濁水は、事業予定地内に沈砂槽及び必要に応じた水処理装置を設置し、

適切に処理をした後、既設の雨水排水管へ放流する計画である。 

 事業活動に伴い発生する汚水は、事業予定地内に浄化槽を設置し、適切に汚水処理をし

た後、既設の雨水排水管へ放流する計画である。なお、将来的に名古屋市が公共下水道を

整備した場合には、汚水を公共下水道に放流する計画である。 

 

 ④ 供用開始予定時期 

 1 期区域：2016 年（平成 28 年） 

 2 期区域：2021 年（平成 33 年） 

 

 ⑤ 工事予定期間 

 1 期区域：2013 年（平成 25 年）～2016 年（平成 28 年） 

 2 期区域：2019 年（平成 31 年）～2021 年（平成 33 年） 

 工事工程の概要は、表 2-3-2 に示すとおりである。 

 

表 2-3-2 工事工程の概要 

＜1 期区域＞ 

 

 

 

 

 

＜2 期区域＞ 
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第３章 事前配慮の内容 

 事業計画を策定するにあたって、環境保全の見地から事前に配慮した内容は、次に示す

とおりである。 

 

3-1 事業計画地の立地及び土地利用に際しての配慮 

事 前 配 慮 事 項 内       容 

地盤・地

形・土壌・

地下水 

地形等の改変に

よる影響の防止 

・大規模な土地改変による影響を回避するた

め、事業予定地の大半を、従前、平面駐車

場であった場所とする。 

・地下水及び地盤への影響を低減するため、

主な新施設は地上建物とする。 

動植物の生息・

生育環境の保全 

自然環境の

保全 

植物・動

物・生態系 

貴重な生物等の

保護 

・動植物の生息・生育環境への影響を低減す

るため、事業予定地を人間活動の影響を強

く受け、貴重な生物等の生息・生育が想定

されないふ頭に選定する。 

環境汚染 公害の防止 ・生活環境への大気質・騒音・振動等の影響

を低減するため、事業予定地を、住居がな

いふ頭に選定する。 

生活環境の

保全 

安全性 災害の防止 ・津波・高潮等による災害の影響を低減させ

るため、事業予定地を、埋立地の中でも比

較的標高の高い場所とする。 

快適環境の

保全と創造 

人と自然と

の触れ合い 

人と自然との触

れ合いの活動の

場の保全 

・人と自然との触れ合いの活動の場への影響

を回避するため、事業予定地を、そのよう

な場のないふ頭に選定する。 

環境負荷の

低減 

自動車交通 

 

適切なアクセス

の確保 

 

・事業予定地はあおなみ線「金城ふ頭駅」に

近く、公共交通機関の利便性に優れている

とともに、伊勢湾岸道路「名港中央インタ

ーチェンジ」の直近であることから、歩行

者及び自動車による適切なアクセスが確

保できる配置とする。 
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3-2 建設作業時を想定した配慮 

事 前 配 慮 事 項 内       容 

自然環境の

保全 

地形・地

質・地盤・

地下水 

地形等の改変に

よる影響の防止 

・ 地形の改変量を最小限とするため、事業予

定地の大半を、従前、平面駐車場であった

場所とする。 

建設作業に伴う

公害の防止 

・ 敷地境界線上に仮囲いを設置する。 

・ 建設機械の使用に際しては、低騒音型や排

出ガス対策型機械を積極的に採用する。 

・ 特定建設作業については、規制基準を遵守

し、その他の作業についても、特定建設作

業に係る規制基準値を下回るよう努める。

環境汚染 

工事関係車両の

走行による公害

の防止 

・工事関係車両について、適切な車両の運行

管理を行うことにより集中化を避けると

ともに、特定の道路に工事関係車両が集中

しないよう走行ルートの分散化に努める。

・工事関係車両の運転者に対し、走行ルート

の遵守、適正な走行、アイドリングストッ

プの遵守を指導、徹底する。 

生活環境の

保全 

安全性 工事関係車両の

走行に伴う交通

安全の確保 

・工事関係車両について、適切な車両の運行

管理を行うことにより集中化を避けると

ともに、特定の道路に工事関係車両が集中

しないよう走行ルートの分散化に努める。

・工事関係車両の運転者に対し、走行ルート

の遵守、適正な走行の遵守を指導、徹底す

る。 

・事業予定地の工事関係車両出入口に誘導員

を配置し、歩行者等に対する安全確保に努

める。 

・事業予定地周辺における各小・中学校の指

定通学路に配慮する。 

自動車交通 工事関係車両に

よる交通渋滞の

防止 

・工事関係車両について、適切な車両の運行

管理を行うことにより集中化を避けるとと

もに、特定の道路に工事関係車両が集中し

ないよう走行ルートの分散化に努める。 

・工事関係車両の運転者に対し、走行ルート

の遵守、適正な走行の遵守を指導、徹底す

る。 

環境負荷の

低減 

廃棄物 建設廃棄物の減

量化及び再資源

化の推進 

・新施設の建築に伴い発生する廃棄物につい

て「建設工事に係る資材の再資源化等に関

する法律」（平成12年法律第104号）に基づ

き、建設廃材の分別回収、再資源化、減量

化に努める。 

・現況施設の解体に伴い発生するコンクリー

ト塊、鉄筋、鉄骨について、再生資源とし

てリサイクルに努める。 

・搬入物の梱包材について、削減に努める。

・建築物は全て中低層とし、掘削深度を浅く

することにより、掘削土の発生量を抑制す

る。 

・建設残土について、埋立、盛土、土地造成

工事への活用に努める。 
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事 前 配 慮 事 項 内       容 

廃棄物 建設残土・廃棄

物の搬出・処分

等に伴う影響の

防止 

・建設残土の運搬時には、必要に応じてシー

ト掛け等の措置をとる。 

・発生した廃棄物については、「廃棄物の処

理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律

第137号）及び「建設廃棄物処理マニュア

ル－建設廃棄物処理ガイドライン改訂版

－」（平成13年財団法人 日本産業廃棄物処

理振興センター）に従って適正に処理する

とともに、マニフェスト（集荷目録）によ

る管理を徹底する。 

・現況施設の一部に石綿が使用されているた

め、解体工事に先立ち、「建築物解体等に

係る石綿飛散防止対策マニュアル2007」

（平成19年 環境省）に従って除去し、こ

の運搬及び廃棄にあたっては、「石綿含有

廃棄物等処理マニュアル」（平成19年環境

省）に従い、適切に行う。 

・現況施設内で管理されているPCBは、解体

工事前に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適

正な処理の推進に関する特別措置法」（PCB

特別措置法）（平成13年法律第65号）に基

づき、適切に処理・保管を行う。 

環境負荷の

低減 

地球環境 地球環境問題に

対する取り組み

の推進 

・工事中の型枠材等の使用に際しては、熱帯

雨林の伐採を伴わない鋼製型枠、特殊型

枠、樹脂製型枠等の使用に努める。 

・新施設の建設材料を製造する際、二酸化炭

素の発生量が少ないものを使用するよう

努める。 

・現況施設の解体工事に伴い、フロン類を用

いた設備機器が確認された場合は、「特定

製品に係るフロン類の回収及び破壊の実

施の確保等に関する法律」（平成 13 年法律

64 号）に基づき、フロン類の回収等適切な

対応を行う。 
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3-3 施設の存在･供用時を想定した配慮 

事 前 配 慮 事 項 内       容 

日照阻害 

・電波障害

等 

日照阻害、風害及

び電波障害の防

止 

・建築物は中低層とすることにより、風害、

日照阻害及び電波障害の発生を低減する。

なお、本事業に起因する電波障害が生じた

場合には、適切な措置を講ずる。 

生活環境の

保全 

安全性 自然災害からの

安全性の確保 

・緑地の確保及び保水性舗装の採用等を検討

し、雨水流出抑制に配慮する。 

・十分な耐震性能をもつ構造計画・施工を行

う。 

・津波・高潮等の自然災害からの安全性を確

保するため、「名古屋市臨海部防災区域建

築条例」（昭和 36 年名古屋市条例第 2 号）

の第 1 種区域（1 階の床の高さを N.P.注）

(+)4ｍ以上）を考慮した計画とする。 

・地盤沈下に配慮した施工計画とする。 

快適環境の

保全と創造 

景観・緑地

等 

施設の緑化 ・施設周囲及び敷地内に緑地を配置し、快適

な空間を創出する。 

・施設の色彩は明るい色を基調とし、にぎわ

いのある空間を創出する。 

自動車交通 公共交通機関の

利用促進 

・事業予定地はあおなみ線「金城ふ頭駅」に

近く、公共交通機関との適切なアクセスが

確保できる配置とする。 

・来場者にできる限り公共交通機関を利用し

てもらうよう広報活動を行う。 

水資源 水資源の保全及

び活用 

・保水性舗装の採用等を検討することにより

雨水の地下浸透を促進し、地下水の涵養、

地表面からの蒸散の促進を図る。 

廃棄物の減量化

及び再資源化の

推進 

・「循環型社会形成推進基本法」（平成 12 年

法律第 110 号）及び「名古屋市廃棄物の減

量及び適正処理に関する条例」（平成 4 年

名古屋市条例第 46 号）を遵守する。 

・資源化利用が容易な分別回収場所を設け、

分別回収を徹底することにより、廃棄物の

減量化及び資源のリサイクル促進に配慮

する。 

廃棄物 

廃棄物の適正処

理 

・廃棄物の搬出に際しては、「廃棄物の処理

及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第

137 号）を遵守し、名古屋市長の許可した

一般廃棄物処理業者に委託して運搬、処理

を行う。 

自然エネルギー

及び未利用エネ

ルギーの活用 

・太陽光発電設備、風力発電設備等の導入に

努める。 

環境負荷の

低減 

地球環境 

温室効果ガスの

排出抑制 

・「緑のまちづくり条例」（平成 17 年名古屋

市条例第 39 号）に基づき、緑化に努める。

・省エネルギーに配慮した建物・設備計画と

する。 

 

 

注）「N.P.」とは名古屋港基準面のことであり、その高さは東京湾平均水面（T.P.）より 1.412ｍ低い。 
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